
 

オリンピック・パラリンピック準備局指定管理者評価委員会設置要綱 

 

２０生文ス計第３００号 

平成２０年７月１日 

 

最終改正 令和２年７月１日 ２オ推調第３６５号 

 

（設置） 

第１ 東京都体育施設条例（平成元年東京都条例第１０９号）第１６条及び東京都障害者ス

ポーツセンター条例（昭和５９年３月３１日東京都条例第２４号）第１６条の規定により

指定した指定管理者が管理を行う東京都の体育施設及び障害者スポーツセンターの管理運

営状況等を評価し、適正な管理を確保することを目的として、オリンピック・パラリンピ

ック準備局指定管理者評価委員会（以下｢委員会｣という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、指定管理者の年間の管理運営状況等について、東京都オリンピック・パラ

リンピック準備局スポーツ推進部及び大会施設部が行う一次評価を踏まえ、指定管理者の

評価に関する事項を所掌する。 

 

（組織） 

第３ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１）経営並びに財務及び会計に識見を有する者のうち、東京都オリンピック・パラリンピ

ック準備局長（以下「局長」という。）が委嘱する者 

（２）スポーツ振興に識見を有する者のうち、局長が委嘱する者 

（３）利用者を代表する者のうち、局長が委嘱する者 

（４）スポーツ施設のマネージメントに識見を有する者のうち、局長が委嘱する者 

 

（委員長） 

第４ 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員

がその職務を代理する。 

 

（委員の任期） 

第５ 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を

妨げない。 

 

（会議） 

第６ 委員会は、東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部長又は東京都

オリンピック・パラリンピック準備局開設準備担当部長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

 

（公開等） 

第７ 委員会の審議は公開で行うものとする。ただし、委員長は、委員会に諮ることにより

その全部又は一部を非公開とすることができる。 

２ 委員会の議事録及び会議資料は公開するものとする。ただし、委員長は、委員会に諮る

ことにより、議事録を議事要旨による公開とし又は会議資料の全部若しくは一部を非公開
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とすることができる。 

 

（意見聴取） 

第８ 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を参考人として委員会に出席さ

せ、意見を聴くことができる。 

 

（守秘義務） 

第９ 委員及び参考人は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。その職を退

いた後も、同様とする。 

 

（審議の特例） 

第 10 委員長は、やむを得ない事情により委員の過半数が一堂に会することが困難であると

認めるときは、電子メール、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 

（庶務） 

第 11 委員会の庶務は、東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部調整課

及び大会施設部施設整備第一課において処理する。 

 

（雑則） 

第 12 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、局長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２２年７月１６日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２４年６月１３日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２９年６月２６日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 


